
 

 

（別紙様式２） 

令和５年  月  日 

静岡海区漁業調整委員会事務局 行き 

 

神奈川海区漁業調整委員会 

電話番号  045-210-8555           

担当者名  荒井           

 

１ 政府要望提案 

要望 

   太平洋クロマグロの資源管理について 

 

要望に至った経緯 

〇 太平洋クロマグロについては、厳しい漁獲管理が実施されているが、定置網

漁業については、混獲が避けられず、入網したクロマグロを再放流するため

操業時間が長くなり、経営コストが増大するとともに、産地市場においては

取扱金額が減少する等、漁協を始めとした地域経済にまで悪影響が広がって

いる。 

〇 国ではクロマグロを再放流する技術開発に努めているとのことであるが、実

用化まではまだ時間がかかると考えられ、それまでは漁獲枠を管理すること

が大変困難で、漁業者は強い不安を感じながら操業している。 

〇 加えて、厳しい漁獲管理により、操業停止を余儀なくされた場合の支援につ

いて、当連合会からの要望でも漁業収入安定対策事業の措置では不十分と指

摘してきたところ、国においては休漁の際の支援事業を措置されたところで

あるが、そもそもの漁業収入安定対策事業について、漁獲可能量管理は改正

漁業法に基づき実施されているにもかかわらず、同事業においては法的な裏

付けがない状態となっている。 

 

要望内容 

１ 再放流等のための経営コスト増大については、「クロマグロ混獲回避活動支

援事業」等が措置されているが、同事業の助成金については、漁業者の資金

繰りに支障を来さないよう、迅速な支払いを行うこと。また、今後も厳しい

資源管理が続くことが予想されるところ、同事業の継続に努めること。 

２ 資源管理による規制措置により操業停止を余儀なくされる漁業者に対し、国

では漁業収入安定対策事業等により、漁業共済制度を上乗せ・補完する補償

制度が毎年度予算措置により追加実施されているが、漁業者が安心して経営

の継続ができるよう、これらの支援措置をきちんと網羅し、法的な裏付けの

ある体系的に整理した制度として継続実施すること。 

 

 

資料５-２ 



 

 

 

要望 

   マサバ太平洋系群に関する新たな資源管理について 

 

○ 水産庁の資料、マサバ太平洋系群（2021 年 12 月 24 日公開）で示されたマ

サバ関係の資料では、目標管理基準値(案)が 154 万トンとなっており、これ

はホッケー・スティックモデルを仮定して推定されたもので、1970 年以降一

度も実現したことがない非現実的な親魚量となっている。 

○ また、上記資料の図６に示された神戸プロットを見ると、1990 年から 2010 

年までの 21 年間のマサバの親魚量水準は上記目標管理基準値(案)154 万ト

ンの 20％以下と極めて低く、また、漁獲圧も MSY を達成する漁獲圧の 1－8 倍

と極めて高いにもかかわらず、2010 年以降、親魚量は大きく増大している。

このような現象は、MSY 理論では説明ができず、MSY 理論に科学的合理性が

ないことを示すものである。 

○ また、上記資料の図４に示された再生産関係を見ると、親魚量が 0 トンから

150万㌧の範囲では、ホッケー・スティックモデルよりも比例モデルの方が妥

当であり、比例モデルを用いた場合についても、シミュレーション結果を示

し、どちらの結果を採用すべきであるか、検討すべきである。 

〇 また、上記資料の表 1 に示された親魚量の将来予測値を見ると、2023 年以

降の親魚量の平均値は、漁獲管理規則（β）を 1.0 としても、目標管理基準

値(案)を大きく上回っており、βを 0.9 とする合理性はない。 

〇 この基準値(案)を達成するためには、漁業者に、大きな負担を強いることと

なり、これまでの漁獲量と親魚量の推移から見て、合理的で現実的な漁獲管

理とは言えず、漁業者の納得を得られるものではない。 

要望内容 

１ MSY 理論やホッケー・スティックモデルによる目標管理基準値は現実的では

ないため、レジームシフトなどの海洋環境の変化・変動も加えることにより、

より科学的根拠に基づく基準値を設定し、資源管理を行うこと。 

２ 漁獲管理には漁業者等の関係者の理解が不可欠であることから、管理手法を

分かりやすく丁寧に説明すること。また、漁獲量抑制にあたっては、その減

収分全額の補償を行うこと。 

３ マサバ太平洋系群の資源を回復するためには、外国漁船による公海上での乱

獲を防ぐことも不可欠であることから、国際的な連携体制のもと、実効性の

ある資源管理の取組みを進めること。 

 

 



 

 

 

要望 

   ミニボートによる危険行為の防止について 

 

要望に至った経緯 

○ 海上保安庁によると、近年、船舶の海難事故隻数は減少傾向にあるが、ミニ

ボートも令和４年は減少したものの、依然として多く発生している。 

（令和４年：ミニボートの事故 106 隻、前年度比▲５ 隻） 

○ ミニボートは、船舶検査も小型船舶操縦免許も不要で航行区域の制限もな

く、船舶の操縦や安全性についての講習の受講機会も少ないということもあ

り、転覆や機関故障などの事故が多発している。 

また、ミニボートはその構造上、漁船から見えにくくレーダーにも映りに

くいため、漁船との衝突事故の危険性を抱えるとともに、定置網、養殖用イ

ケス、ブイへの接近・破損など漁業操業にあたっての妨害要因ともなること

も懸念される。 

○ 国においても、民間団体と連携しつつ、利用者への啓発活動や、必要な知識

や装備、技術等を総合安全情報サイト(ウォーターセーフティガイド)を通じ

て発信しているが、ミニボートの事故は増加の一途をたどっていることから、

海面における事故防止及び人命の安全確保、さらに漁業操業妨害行為防止の

ためには、情報提供・普及啓発だけでは不十分で、規制強化も含めた効果的

な対策を講ずる必要がある。 

要望内容 

１ ミニボートの購買者等に対する船舶の操縦や安全性についての講習受講を、

インターネット購買者も含めた販売条件とするとともに、安全情報の提供や

事故時の対応を円滑に行うため、購買者の氏名・連絡先情報を整備するよう、

ボート製造・販売業界を強く指導すること。 

また、安全な航行や漁船との衝突事故防止のため、目印となる旗やレーダ

ー反射板の掲示、ポールを立てる装置の設置については、業界への指導や購

買者等への普及啓発の強化だけではなく、可能なものについては設置の義務

化の検討を行うこと。 

２ 海面における航行区域（距離）の制限、年齢制限、安全装置の義務化など、

ミニボートの安全を確保するための制度改正に取り組むこと。特に、海難事

故に伴うボートの漂流などがあった場合、利用者が不明のため、救難活動等

に支障を及ぼす恐れもあることから、海難事故防止だけでなく、円滑な救難

活動のためにも、ミニボートの登録制度や船舶検査制度の導入など、実効性

のある対策を講じること。 

３ 海難事故等に伴い漁船が救難活動を行なった場合や漁具等を破損された場

合などに、漁業者に費用や損害を確実に補てんするため、ミニボートのプレ

ジャーボート責任保険への加入を義務づけること。度予算措置により追加実

施されているが、漁業者が安心して経営の継続ができるよう、これらの支援

措置をきちんと網羅し、法的な裏付けのある体系的に整理した制度として継

続実施すること。 



 

 

２ 会議議題提案（他海区への情報提供や質問、提案事項等） 

議題 

   なし 

 

内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【提出締切】令和５年９月 29日（金） 
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令和５年度 要望と国の回答、令和６年度 要望（案） 

Ⅲ 太平洋クロマグロの資源管理について 

本県委員会要望 連合会 要望事項 国の回答 令和６年度 要望（案） 

１ 再放流等のための経営コス

ト増大については、「クロマグ

ロ混獲回避活動支援事業」等

が措置されているが、同事業

の助成金については、漁業者

の資金繰りに支障を来さない

よう、迅速な支払いを行うこ

と。また、今後も厳しい資源管

理が続くことが予想されると

ころ、同事業の継続に努める

こと。 

 

２ 定置網等における管理手法の確立およ

び支援措置 

② 漁獲回避支援措置等の予算確保と減

収補填支援制度の創設 

ア 定置網漁業等における小型魚の入

網回避や混獲小型魚の効果的な放流

のための手法及び改良漁具の開発な

ど実用的な技術を早急に確立し、それ

らの導入に係る支援を検討すること。 

また、まぐろはえ縄や一本釣り漁業

についても同様に漁具改良の支援を行

うこと。 

イ 漁業者が安心して資源管理に取り

組めるよう、資源管理の取組による減

収に対応した直接補填などの支援制

度を講じるほか、混獲回避機器の導入

や放流活動への支援に係る事業を拡

充し、支援条件の緩和及び導入できる

漁具、行える作業等の対象範囲の拡大

を図ること。混獲回避のための休漁支

援においては、十分な予算を確保する

とともに、各地域の実情に応じた支援

がなされるよう発動条件を緩和する

こと。 

また、上記事業の助成金については、

漁業者の資金繰りに支障を来さないよ

う、迅速な支払いを行うこと。 

ウ 数量管理に当たり、やむを得ず放流

した個体がへい死した場合、クロマグ

ロの資源管理の取組について海上保

安部と情報共有し理解を得ること。 

内容変更 

 

 

 

 

 

【水産庁】 

１ 平成 29年度から令和２年度まで「太平洋クロマグロ漁獲抑制対策支援事業」に

よって、定置網におけるクロマグロの漁獲抑制に取り組むための技術開発を実施

したところである。                          継続 

 

２ また、平成 29年度補正予算において、定置網漁業を対象とした混獲回避機器の

導入や放流活動への支援を措置し、さらに平成 30年度補正予算において、従来の

「定置網漁業のみ」から「一定の条件を満たした漁船漁業」にも対象範囲を拡大す

るなどの措置を取ったところである。さらに、令和５年度事業からは、機器等の導

入に対する支援の上限額を２倍に引き上げたところ。また、平成 31年当初予算に

おいて、クロマグロの混獲回避のための休漁への支援を措置したところである。 

継続 

 

３ 予算の執行においては、精算に必要な書類が提出された後、可能な範囲で迅速に

手続きを行ってきており、今後とも早期の支払いに努めてまいりたい。また、厳し

い資源管理に取り組む漁業者の意見を踏まえつつ、引き続き必要な予算の確保に

努めるとともに、必要な事項についての関係省庁との情報共有を図ってまいりた

い。                                 継続 

 

 

 

１ 再放流等のための経営コス

ト増大については、「クロマグ

ロ混獲回避活動支援事業」等

が措置されているが、同事業

の助成金については、漁業者

の資金繰りに支障を来さない

よう、迅速な支払いを行うこ

と。また、今後も厳しい資源管

理が続くことが予想されると

ころ、同事業の継続に努める

こと。 

削除 

令和３年度からは「定置網漁業等における数量管理のための技術開発事業」

において、定置網漁業等における混獲の防止や、魚種選択性を向上させる技術

開発を進めているところである。 

資料５-３ 
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本県委員会要望 連合会 要望事項 国の回答 令和６年度 要望（案） 

２ 資源管理による規制措置に

より操業停止を余儀なくされ

る漁業者に対し、国では漁業

収入安定対策事業等により、

漁業共済制度を上乗せ・補完

する補償制度が毎年度予算措

置により追加実施されている

が、漁業者が安心して経営の

継続ができるよう、これらの

支援措置をきちんと網羅し、

法的な裏付けのある体系的に

整理した制度として継続実施

すること。 

③ 漁業収入安定対策の要件緩和措置の

継続等 

数量管理に基づく規制による減収補

填のため、前回の補償契約水準を下回

らないようにする（下げ止め）措置等

を引き続き実施するとともに、漁船漁

業の対象を 19 トンまで広げる等要件

の緩和を図ることで、漁業収入安定対

策（強度資源管理タイプ）の機能強化

を推進するとともに、国の掛金補助率

の格差縮小を行うこと。 

今後とも漁業者が資源管理に安心し

て取り組めるよう法制化を早期に実現

し、必要な予算を確保すること。 

漁業者に対しては、「漁業収入安定対

策事業」により漁獲金額の減少分を補

填する制度が整備されているが、産地

魚市場や水産加工業者等については、

水揚げ減少による経営悪化に対する支

援制度が整備されていないため、地域

経済への影響を考慮した対策を講じる

こと。                        継続 

 

 

【水産庁】 

１ 漁業収入安定対策事業においては、太平洋クロマグロについて、積立ぷらすの払

戻判定金額が下がらないよう特例措置（下げ止め）を実施しており、その対象につ

いては、平成 30年６月以降、20トン未満漁船の漁船漁業にも拡大したところであ

る。                                 継続 

 

２  一方、漁獲・放流実績のない漁業者に対しても同措置が適用される事例が多く

見受けられたことから、真に資源管理措置の影響を受ける漁業者に対する措置と

なるよう、令和２年度より漁獲・放流実績等のある漁業者に限り適用する運用改善

を図ったところである。今後ともＷＣＰＦＣにおける議論や資源管理への取組状

況等を踏まえて同措置の適切な実施に努めてまいりたい。         継続 

 

３  また、同事業においては平成 23年以降、積立ぷらすに加入することで漁業共済

掛金について、漁業災害補償法に基づく法定補助を除く自己負担分の２分の１を

追加補助しており、これにより掛金の概ね７割程度を支援している。    継続 

 

４ 漁業収入安定対策事業については、漁業者が安心して漁業を継続できるよう、引

き続き必要な予算の確保に努めてまいりたい。 

なお、制度の在り方については、令和４年３月に閣議決定された新たな水産基本

計画に即して、新型コロナウイルス感染症の影響や漁獲量の動向等の漁業者の経営

状況に十分配慮しつつ、引き続き検討を進めていく考え。         継続 

 

６ 産地魚市場や水産加工業者等の中小企業者については、一時的に売上高や利益

が減少した場合に、中小企業庁のセーフティーネット保証により資金繰りの支援

を受けられることとされているため、積極的にご活用いただきたい。 

  また、水産加工業者等については、漁獲量が減少し入手困難な魚種から漁獲量が

豊富な魚種等新たな魚種に加工原料を転換する場合、転換取組に必要な機器の導

入等に対する支援を行っているところ。             ５番がない部分も含め、継続 

 

２ 資源管理による規制措置に

より操業停止を余儀なくされ

る漁業者に対し、国では漁業

収入安定対策事業等により、

漁業共済制度を上乗せ・補完

する補償制度が毎年度予算措

置により追加実施されている

が、漁業者が安心して経営の

継続ができるよう、これらの

支援措置をきちんと網羅し、

法的な裏付けのある体系的に

整理した制度として継続実施

すること。 
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Ⅳ 沿岸資源の適正な利用について 

本県委員会要望 連合会要望事項 国の回答 令和６年度 要望（案） 

マサバ太平洋系群に関する新た

な資源管理について 

１ MSY 理論やホッケー・スティ

ックモデルによる目標管理基

準値は現実的ではないため、

レジームシフトなどの海洋環

境の変化・変動も加えること

により、より科学的根拠に基

づく基準値を設定し、資源管

理を行うこと。 

 

 

２ マサバ太平洋系群の適正利用 

② 目標管理基準値は、レジームシフトや地

球温暖化などの海洋環境の変化・変動も

加えることにより、より科学的根拠に基

づく基準値を設定し、資源管理を行うこ

と。また、漁獲管理については、漁獲量だ

けではなく、漁獲サイズにも焦点を当て

ること。                        継続 

 

 

【水産庁】 

１ マサバ太平洋系群の目標管理基準値は、現在利用可能な最善の科学情報であ

る資源評価に基づき、設定されているものである。                   継続 

 

２ これまでも、水温や海流等の海洋環境が資源に与える影響についても資源調

査の一環として調査しており、資源評価にあたっては、利用可能な外国漁船の

漁獲や漁獲以外の海洋環境の影響を考慮するとともに、漁獲サイズを考慮した

資源評価・管理などについても検討しているところである。           継続 

 

３ 引き続き、海洋環境の変化を考慮した上で資源評価を行い、様々な想定の下

で、漁獲が資源に与える影響を見定めながら、資源管理措置の具体的内容を定

めていくこととしている。                                         継続 

 

４ また資源評価においては、現在の漁獲組成を踏まえた管理基準値の提案や将

来予測がなされており、これに基づく資源管理を実施しているところである。 

継続 

５ なお、今後の資源評価において、海洋環境や資源の利用実態がこれまでの想

定と大きく異なる状況が生じた場合には、必要に応じ、資源管理方針に関する

検討会（ステークホルダー会合）等を開催し、資源管理基本方針の見直しについ

て、議論してまいりたい。                                         継続 

 

マサバ太平洋系群に関する新た

な資源管理について 

１ MSY 理論やホッケー・スティ

ックモデルによる目標管理基

準値は現実的ではないため、

レジームシフトなどの海洋環

境の変化・変動も加えること

により、より科学的根拠に基

づく基準値を設定し、資源管

理を行うこと。 

 

２ 漁獲管理には漁業者等の関

係者の理解が不可欠であるこ

とから、管理手法を分かりや

すく丁寧に説明すること。ま

た、漁獲量抑制にあたっては、

その減収分全額の補償を行う

こと。 

２ マサバ太平洋系群の適正利用 

③ 漁獲管理には漁業者等の関係者の理解

が不可欠であることから、管理手法を分

かりやすく丁寧に説明すること。また、

漁獲量抑制に当たっては、その減収分全

額の補償を行なう等、経営を維持するた

めの対策を講じること。      内容変更 

 

 

【水産庁】 

１ 新たな資源管理システムの構築に当たっては、当事者である漁業者をはじめ

とした関係者の理解が重要と考えており、資源管理方針に関する検討会（ステ

ークホルダー会合）の場以外にも、これまでどおり、要望等に応じ、説明会等を

行うこととしており、しっかり漁業者の理解と協力を得た上で、進めてまいり

たい。                                                           継続 

 

２ 資源管理は、適切な水準に資源を回復・維持することにより、中長期的に漁獲

してもいい量を増やして、漁業者の所得を向上させるために実施するものであ

る。                                                             継続 

 

３ こうした目標を目指す過程で一時的な減収が生じるような場合には、適切に

資源管理を行う方に対して、漁業経営セーフティーネット構築事業や漁業収入

安定対策事業のほか、水産金融総合対策事業、水産業成長産業化沿岸地域創出

事業などの支援策を講じることで、適切な資源管理の推進と、短期的に生じる

収入減への支援の両立を図ってまいりたい。                         継続 

 

 

２ 漁獲管理には漁業者等の関

係者の理解が不可欠であるこ

とから、管理手法を分かりや

すく丁寧に説明すること。ま

た、漁獲量抑制にあたっては、

その減収分全額の補償を行う

こと。 
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本県委員会要望 連合会要望事項 国の回答 令和６年度 要望（案） 

３ マサバ太平洋系群の資源を

回復するためには、外国漁船

による公海上での乱獲を防ぐ

ことも不可欠であることか

ら、国際的な連携体制のもと、

実効性のある資源管理の取組

みを進めること。 

４ 公海におけるサンマ、マサバ等の水産資

源の適正利用 

外国漁船による公海でのサンマやマサ

バの大量漁獲が、我が国周辺海域への資

源来遊に及ぼす影響と海洋環境の変化を

科学的に評価し、資源評価の精度の向上

を図るとともに、漁獲上限や国別漁獲枠

の設定など、実効ある国際的な資源管理

措置に基づく秩序ある操業が早期に実行

されるよう、我が国の主導により強力に

推進し、日本沿岸への来遊量を増加させ

ること。                        継続 

 

 

【水産庁】 

＜科学的評価の実施＞ 

１ 外国漁船による公海でのサンマやマサバの漁獲及び海洋環境の変化が資源に

与える影響を把握するために、公海漁場での調査船調査や人工衛星を活用した

外国漁船の動向把握等を実施してきたところである。今後もこれら調査・研究

を進めるとともに、資源評価の精度向上を図ってまいりたい。         継続 

 

＜国際的な資源管理の推進＞ 

２ また、北太平洋におけるサンマ、マサバ等の資源を持続的に利用するため、

2015 年に我が国の主導によりＮＰＦＣ（北太平洋漁業委員会）を設立し、国際

的な資源管理の議論を進めている。                                 継続 

 

３ サンマについては、本年３月に開催されたＮＰＦＣ年次会合において、2023

年及び 2024 年の措置として、公海における漁獲可能量（ＴＡＣ）を 19 万８千

トンから 15 万トンに削減し、国別漁獲上限についても 2018 年の実績から 55％

削減する等の措置が合意されたところ。             内容変更 

 

４ マサバについても、ＮＰＦＣにおいて、マサバを漁獲する漁船の許可隻数の

増加を禁止する等の措置が導入されているところであるが、数量管理の実施に

向けて資源評価の作業が進められているところ。                     継続 

 

５ サンマやサバ等の資源管理の充実のため、来年４月の次回年次会合に向けて、

引き続き関係国・地域に積極的に働きかけを行っていく所存。   内容変更 

 

 

３ マサバ太平洋系群の資源を

回復するためには、外国漁船

による公海上での乱獲を防ぐ

ことも不可欠であることか

ら、国際的な連携体制のもと、

実効性のある資源管理の取組

みを進めること。 
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Ⅶ 海洋性レジャーとの調整等について 

本県委員会要望 連合会要望事項 国の回答 令和６年度 要望（案） 

ミニボートによる危険行為の防止

について 

１ ミニボートの購買者等に対

する船舶の操縦や安全性につ

いての講習受講を、インター

ネット購買者も含めた販売条

件とするとともに、安全情報

の提供や事故時の対応を円滑

に行うため、購買者の氏名・連

絡先情報を整備するよう、ボ

ート製造・販売業界を強く指

導すること。 

また、安全な航行や漁船との

衝突事故防止のため、目印とな

る旗やレーダー反射板の掲示、

ポールを立てる装置の設置に

ついては、業界への指導や購買

者等への普及啓発の強化だけ

ではなく、可能なものについて

は設置の義務化の検討を行う

こと。 

 

３ ミニボートによる危険行為の防止 

① 安全航行のための制度改正と反射板等

装置の必置 

海面における夜間航行の禁止、航行区

域（距離）の制限、年齢制限、安全装置

の義務化などの制度改正に取り組むと

ともに安全航行や漁船との衝突事故防

止のため目印となる旗やレーダー反射

板を掲げることやポールを立てる装置

等の設置を義務化すること。     継続 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【水産庁】 

１ 船舶の安全については一義的には国土交通省が担当しており、ご要望の内容に

ついては、国土交通省にお伝えしたい。 

また、国土交通省、運輸安全委員会、海上保安庁、消費者庁やミニボート製造

業者、マリーナ管理者、ミニボートユーザー等の関係者が参加する「ミニボート

の安全運航に係る意見交換会」に水産庁も出席し、漁業者等の意見を踏まえ、ミ

ニボートユーザーに対する安全教育や夜間航行の規制検討の必要性について説明

している。                             継続 

 

２ 水産庁としては、漁船とミニボートとの衝突等事故防止のため、水産庁ホーム

ページ「遊漁の部屋」への「ミニボートに乗る前に知っておきたい安全知識と準

備」（略称「ミニボート安全マニュアル」）の掲載や各都道府県遊漁担当者及び業

界関係者への情報提供を行うなど、広報活動に努めているところである。 

なお、船舶の安全を所管する国土交通省が定める交通安全業務計画において、

「ミニボートの安全対策の実施」を定めているところである。 

今後も、国土交通省等関係機関 と協力し、当該マニュアルの浸透を軸とした遊

漁者等への啓発・普及活動を推進してまいりたい。           継続 

 

参考：令和５年度国土交通省交通安全業務計画 

交通安全対策基本法の規定により、第 11次交通安全基本計画（令和３年３月

中央交通安全対策会議決定）に基づき、令和５年度において、国土交通省が交

通の安全に関し講ずべき施策等について、定めたものである。 

第２部 海上交通の安全に関する施策 

第４節 小型船舶の安全対策の充実 ２ プレジャーボートの安全対策の推進 

（２）ミニボートの安全対策の実施 

 ミニボート（長さ３ｍ未満、機関出力 1.5kW 未満で、検査・免許が不要なボ

ート）の安全安心な利用を推進するため、関連団体等に働きかけ、ユーザー向

け安全マニュアル等を使用した安全講習会の開催、ミニボート販売時に安全マ

ニュアル等を同梱する等により、ユーザーに対し、海上・水上のルールやマナ

ー等の周知啓発を図る。 

 

【国土交通省海事局】 

ミニボート（長さ 3ｍ未満かつ機関出力 1.5kW 未満）は、低出力・低速で航行で

きる区域が限られることから、船舶検査及び小型船舶操縦免許が不要で、手軽に楽

しめるため我が国マリンレジャーの裾野拡大の一翼を担っており、利用者の安全意

識の向上を図るよう次のような安全対策を推進している。 

国土交通省では、ミニボートによる海難事故を減少させ安全・安心な利用環境整

備を推進することを目的として、学識経験者、業界関係者及び行政機関で構成する

委員会において策定した指針を基に作成したマニュアル「ミニボートに乗る前に知

ミニボートによる危険行為の防止

について 

１ ミニボートの購買者等に対

する船舶の操縦や安全性につ

いての講習受講を、インター

ネット購買者も含めた販売条

件とするとともに、安全情報

の提供や事故時の対応を円滑

に行うため、購買者の氏名・連

絡先情報を整備するよう、ボ

ート製造・販売業界を強く指

導すること。 

また、安全な航行や漁船との

衝突事故防止のため、目印とな

る旗やレーダー反射板の掲示、

ポールを立てる装置の設置に

ついては、業界への指導や購買

者等への普及啓発の強化だけ

ではなく、可能なものについて

は設置の義務化の検討を行う

こと。 
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っておきたい安全知識と準備」及び動画を HP で掲載するとともに、業界団体を通

じて周知を図っている。（当該マニュアルでは、３m以上の高さで目印となる旗やレ

ーダー反射板をたてることを推奨しており、メーカーもこれらの装置の取り付けを

進めている。） 

また、関係団体は HPに、ミニボート製造事業者は販売時に「ミニボート安全ハン

ドブック」を掲載・同封するなどの活動を実施している。 

このような取り組みにより、ミニボートの事故件数は令和 3年から 4年にかけて

減少傾向に転じており、今後とも、誰もが安全に安心して海で遊べるための総合的

な安全情報を提供できるよう官民が連携し、取組んで参りたい。    内容変更 

 

③ 安全講習の義務化と所有者リストの整

備 

商品を販売する際に、「ミニボートの

操縦や安全性についての講習受講」を義

務化するよう、ボート製造・販売業界を

強く指導するとともに、円滑な救難活動

を行うために購入者の氏名や連絡先の

情報を把握できる実効性のある方策を、

早急に検討すること。           継続 

 

 

【水産庁】 

１ 船舶の製造・販売については国土交通省が担当しており、ご要望の内容につい

ては、国土交通省にお伝えしたい。 

  また、国土交通省、運輸安全委員会、海上保安庁、消費者庁やミニボート製造

業者、マリーナ管理者、ミニボートユーザー等の関係者が参加する「ミニボート

の安全運航に係る意見交換会」に水産庁も出席し、漁業者等の意見を踏まえ、ミ

ニボートユーザーに対する安全教育や夜間航行の規制検討の必要性について説

明している。                            継続 

 

２ 水産庁としては、漁船とミニボートとの衝突等事故防止のため、水産庁ホーム

ページ「遊漁の部屋」への「ミニボートに乗る前に知っておきたい安全知識と準

備」（略称「ミニボート安全マニュアル」）の掲載や各都道府県遊漁担当者及び業

界関係者への情報提供を行うなど、広報活動に努めているところである。 

  なお、船舶の安全を所管する国土交通省が定める交通安全業務計画において、

「ミニボートの安全対策の実施」を定めているところである。 

  今後も、国土交通省等関係機関と協力し、当該マニュアルの浸透を軸とした遊

漁者等への啓発・普及活動を推進してまいりたい。           継続 

 

【国土交通省海事局】 

  ボートの製造・販売を行っている業界団体に加盟している事業者では、ミニボー

ト販売時に「ミニボート安全ハンドブック」を同封して、ミニボートの特性、海上

交通ルールの遵守、海難事故予防などについて周知している。しかしながら、外国

メーカー製の販売やインターネットによる個人売買等を全て把握し、その購入者に

対して周知することは困難であることから、業界団体では、ミニボートに関する安

全対策等を習得させる目的で、全国の登録小型船舶教習実施機関等と連携し、ミニ

ボート講習会を案内している。国土交通省においても、HP に「ミニボートに乗る

前に知っておきたい安全知識と準備」及び安全啓発動画を掲載し周知するととも

に、ミニボートユーザーが多く集まるイベント等において安全講習会の実施に協力

するなど安全啓発を実施しているところであり、引き続き、業界団体と連携して安

全啓発活動に取り組んで参りたい。                   継続 
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本県委員会要望 連合会要望事項 国の回答 令和６年度 要望（案） 

２ 海面における航行区域（距

離）の制限、年齢制限、安全装

置の義務化など、ミニボート

の安全を確保するための制度

改正に取り組むこと。特に、海

難事故に伴うボートの漂流な

どがあった場合、利用者が不

明のため、救難活動等に支障

を及ぼす恐れもあることか

ら、海難事故防止だけでなく、

円滑な救難活動のためにも、

ミニボートの登録制度や船舶

検査制度の導入など、実効性

のある対策を講じること。 

 

② 海難事故や円滑な救難活動のための実

効性ある対策の実施 

ミニボートの海難事故は一向に減少

しておらず、事故防止や漁業操業妨害行

為防止のために規制強化も含めた効果

的な対策が必要であることや、海難事故

に伴うボートの漂流などがあった場合、

利用者が不明のため、救難活動等に支障

を及ぼす恐れもあることから、海難事故

防止だけでなく、円滑な救難活動のため

にも、安全啓発活動だけではなく、登録

制度や組織化、検査制度など実効性のあ

る対策を実施すること。     継続 

 

 

【水産庁】 

１ 船舶の安全については一義的には国土交通省が担当しており、国土交通省交通

安全業務計画において、「ミニボートの安全対策の実施」を定めているところであ

る。 

  ご要望の内容については、国土交通省にお伝えしたい。 

 また、国土交通省、運輸安全委員会、海上保安庁、消費者庁やミニボート製造

業者、マリーナ管理者、ミニボートユーザー等の関係者が参加する「ミニボート

の安全運航に係る意見交換会」に水産庁も出席し、漁業者等の意見を踏まえ、ミ

ニボートユーザーに対する安全教育や夜間航行の規制検討の必要性について説明

している。                             継続 

 

２ 水産庁としては、漁船とミニボートとの衝突等事故防止のため、水産庁ホーム

ページ「遊漁の部屋」への「ミニボートに乗る前に知っておきたい安全知識と準

備」（略称「ミニボート安全マニュアル」）の掲載や各都道府県遊漁担当者及び業

界関係者への情報提供を行うなど、広報活動に努めているところである。 

なお、船舶の安全を所管する国土交通省が定める交通安全業務計画において、

「ミニボートの安全対策の実施」を定めているところである。 

  今後も、国土交通省等関係機関と協力し、当該マニュアルの浸透を軸とした遊

漁者等への啓発・普及活動を推進してまいりたい。           継続 

 

参考：海難の現況と対策について（海上保安庁） 

 令和３年のミニボートの事故隻数は121（103）隻。船舶事故隻数は増加。 

 ※（ ）内は令和２年 

 

【国土交通省海事局】 

ミニボートは、構造・設備に起因する事故は少なく、航行できる水域が限られる

ことから、船舶検査の対象とする必要性は低いと考えられる。 

また、登録制度についても、小型船舶の登録等に関する法律の制定時にミニボー

トは財産価値が低い上、航行や係留による社会的影響が小さく、行政情報として把

握する必要性が乏しいことから、同法による制度の対象外とした経緯があり、その

状況は現在も変わっていないと認識している。 

 なお、海上交通のルール、ミニボート乗船時の注意事項等を守り、適切に利用し

て頂くため、業界団体と連携した安全啓発活動に引き続き取り組んで参りたい。 

内容変更 

 

 

 

 

 

 

２ 海面における航行区域（距

離）の制限、年齢制限、安全装

置の義務化など、ミニボート

の安全を確保するための制度

改正に取り組むこと。特に、海

難事故に伴うボートの漂流な

どがあった場合、利用者が不

明のため、救難活動等に支障

を及ぼす恐れもあることか

ら、海難事故防止だけでなく、

円滑な救難活動のためにも、

ミニボートの登録制度や船舶

検査制度の導入など、実効性

のある対策を講じること。 

 

一部削除 

なお、現在、関係業界において、ミニボートの技術指針の見直しと第三者認

証制度の構築に向けた検討が進められていると承知している。 
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３ 海難事故等に伴い漁船が救

難活動を行なった場合や漁具

等を破損された場合などに、

漁業者に費用や損害を確実に

補てんするため、ミニボート

のプレジャーボート責任保険

への加入を義務づけること。 

④ ミニボートの保険加入義務化とゴムボー

トの保険対象化 

ミニボートの過失による漁業損失や遭

難救助費用を補償するため、ミニボート

の保険加入を義務付けること。また、日

本漁船組合のプレジャーボート責任保険

の保険対象外である船底が FRP 成型さ

れていないエンジン付きゴムボートも当

該保険対象とするよう働きかけること。 

【新規】 

【水産庁】 

１ プレジャーボート等は国土交通省が所管しているため、ご要望にあるミニボー

トの保険加入の義務付けについては、国土交通省にお伝えしたい。  内容変更 

 

２ また、船底がＦＲＰ成型されているエンジン付きゴムボートについては、漁船

等と衝突した場合に漁船等の被害が大きくなる恐れがあるため、漁業者保護の観

点から日本漁船保険組合のプレジャーボート責任保険の対象となっているとこ

ろ。                                継続 

 

３ ご要望にある保険加入対象の拡大については、日本漁船保険組合にお伝えした

い。                              内容変更 

 

 

【国土交通省海事局】  

 ミニボートが船体、漁具、積荷などに損害を与えてしまった場合や、定置網や海産

物などの漁業用施設に損害を与えてしまった場合等の「対物賠償」や、ボートに乗

っている人が落水して見つからず、捜索してもらった場合の「捜索救助費用」等に

ついては、現在のプレジャーボート保険の制度で対応できると考えている。今後も

保険の加入率向上に向けて取組んで参りたい。              継続 

 

 

３ 海難事故等に伴い漁船が救

難活動を行なった場合や漁具

等を破損された場合などに、

漁業者に費用や損害を確実に

補てんするため、ミニボート

のプレジャーボート責任保険

への加入を義務づけること。 

 


